
疑義がある場合を除き、申告に基づいて審査をします。ただし、適切な申告を担保するために、

審査決定後においても、配偶者の有無やその課税状況、金融機関への資産調査を追って実施しま

す。基準を上回る所得・資産であったことが判明した場合は、給付を受けた金額の返還だけでな

く、介護保険法の規定により加算金も課されることがあります。

・世帯全員が市民税非課税

・別世帯に配偶者がいる場合は、

別世帯の配偶者も市民税非課税

所得要件

次の要件をすべて満たすことが必要です

負担段階によって異なります（裏面参照）

第１段階①：単身1,000万円以下、夫婦 2,000万円以下

第２段階①：単身 650万円以下、夫婦1,650 万円以下

第３段階①：単身 550万円以下、夫婦1,550 万円以下

第３段階②：単身 500万円以下、夫婦1,500 万円以下

※４０～６４歳の方の資産要件は第１段階に同じ

資産要件

負 担 限 度 額 認 定 申 請 に つ い て

介護保険施設やショートステイを利用する際の負担限度額認定（所得が低い人の食費・居住費の

負担軽減）の適用要件は次のとおりです。次の要件をすべて満たすことで、第１段階から第３段階

②までのいずれかの利用者負担段階が適用となります。（詳しくは裏面をご覧ください。）

提出書類は次のとおりです。提出書類に記入漏れや不足書類がある場合は、審査を行うことができま

せん。提出前に、必要書類がそろっているか必ずご確認ください。

〇配偶者がいる場合は全ての欄を記載してください。

〇預貯金額合計の欄は、本人及び配偶者がいる場合、その合計金額を記載してください。

〇同意書には、記名が必要です。

〇本人及び配偶者の預貯金等（※）の写し

申請日時点から遡って2か月分の取引履歴が記帳された預貯金通帳の写しをご提出ください。

提出が必要な箇所は次のとおりです。

・銀行名、支店名、口座番号、名義人が確認できるページ（通帳見開き1ページ目）

・申請日から遡って2か月分の取引履歴が確認できるページ

・定期預金欄がある場合は、そのページ

他、定期預金証書、有価証券等がある場合は、その内容が確認できる書類を併せてご提出ください。

生活保護を受給されている場合は、預貯金等の写しの提出は不要です。

申請前に通帳から多額の引き出しがあった場合には、使途を確認させていただくことがあります。

〇配偶者の令和８年度個人住民税非課税証明書の写し

配偶者が令和８年1月1日現在、土浦市以外の市区町村に住民票がある場合にのみ必要です。

※預貯金等とは、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券純金

積立購入等、口座残高等により時価評価額が容易に把握できる貴金属等を含みます。

◇申請書（裏面もご記入ください）

◇添付書類



（ 裏 面 ）

＜利用者負担段階について＞

負担限度額認定を受けた場合の負担段階は第１段階から第３段階②のいずれかとなります。

※従来型個室の（）内は介護老人福祉施設（特別養護老人ホームで地域密着型を含む）に入所又は

短期入所生活介護を利用した場合の額となります。

○非課税年金の勘案について

利用者負担段階の判定において、介護保険制度の改正により、平成２８年８月からは非課税年金

（遺族年金や障害年金）の収入額を勘案することとされました。

〇非課税年金に含まれるもの・含まれないもの

①非課税年金に含まれるもの

非課税年金とは、日本年金機構又は共済組合等（以下「年金保険者」という。） から支払われる

国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保

険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された

年金（遺族基礎年金、障害厚生年金など）のほか、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺

児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。

②非課税年金に含まれないもの

上記に該当しない年金のほか、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がついた

名称であっても、判定の対象となりません。

〇非課税年金の確認方法

年金保険者より市町村へ非課税年金の受給額が通知されますが、より正確に把握するために、負担

限度額申請の際に、前年に受給した非課税年金の種別の申告をお願いします。

負担

段階
対象者

利用者負担限度額（日額）

居住費 食費

ユニット型

個室

ユニット型

個室的

多床室

従来型

個室

多床室

入所
短期

入所

特養等/

老健・医療

院（室料を

徴収する

場合）

老健・医療

院等（室料

を徴収し

ない場合）

第１

段階

・世帯の全員（世帯を分離している配偶

者を含む。）が市民税を課税されていな

い方で、老齢福祉年金を受給されてい

る方。

・生活保護等を受給されている方

880 円 550 円
550 円

（380 円）
0円 300 円 300 円

第２

段階

・世帯の全員（世帯を分離している配偶

者を含む。）が市民税を課税されていな

い方で、合計所得金額と課税年金収入

額と非課税年金収入額の合計が、年間

８２万６千５百円以下の方。

880 円 550 円
550 円

(480 円)
430 円 390 円 600 円

第３

段階

①

・世帯の全員（世帯を分離している配偶

者を含む。）が市民税を課税されていな

い方で、合計所得金額と課税年金収入

額と非課税年金収入額の合計が、年間

８２万６千５百円超１２０万円以下の

方。

1,370 円 1,370 円
1,370 円

（880 円）
430 円 680 円 1,030 円

第３

段階

②

・世帯の全員（世帯を分離している配偶

者を含む。）が市民税を課税されていな

い方で、合計所得金額と課税年金収入

額と非課税年金収入額の合計が、年間

１２０万円超の方。

1,470 円 1,470 円
1,470 円

（980 円）
530 円 430 円 1,420 円 1,360 円

お問い合わせ先

土浦市保健福祉部高齢福祉課介護管理係
電話 ０２９－８２６－１１１１(内線２４６３)


